
番
号

課題
項目

主 な 意 見 概 要
意見
時点

対　　応　　等

1 女性 女性の「重要課題への対応」について
　「配偶者等からの暴力の防止および被害者支援体制
の強化」ですが、例えば具体的にどのようにすると
か、県としてどのように取り組んでいくのか、人的な
配置も含めて、今後の支援につながっていくようにし
ていってほしい。

会議 　来年度「富山県ＤＶ対策基本計画」の改定を予定し
ており、改定に併せ、ＤＶ被害者支援の効果的な方法
を検討してまいりたい。

2 女性 見直し案P.14　8行目の後（又はP.15　14行目あた
り）に、「2017（平成29）年6月には110年ぶりに性犯
罪に関する刑法が改定されており、女性のみならず、
総合的な取組みを進めていくことが重要であるとされ
ています。」を追加。

書面 　ご意見を踏まえ修正しました。(第2章2(1))

3 女性 見直し案P.49　(3)被害者支援体制の強化の中で、
「性暴力被害ワンストップサービス支援センターとや
ま」のことを明記してもいいのではないか。

書面 　ご意見を踏まえ修正しました。(第4章1(3))

4 子ども 見直し案P.17に追記すべき記述として
　本年6月19日に成立し6月26日公布された、親による
子どもへの体罰を禁止し、児童相談所の体制強化を柱
とする「改正児童虐待防止法」及び「改正児童福祉
法」について追記する。

書面 　ご意見のとおり修正しました。(第2章2(2))

5 子ども 見直し案P.16　「インターネットなど」を「インター
ネット、ＳＮＳなど、」又は「ＳＮＳなど、」へ変更

書面 　ご意見を踏まえ「ＳＮＳなどインターネット」と修
正しました。(第2章2(2))

6 子ども 　児童相談所、それからPTAとか自治会とか年に3～4
回くらい、行政の指導の中でソフトの問題として意見
交換をする場を作っていただければ、もっともっと子
どもさんを守れる富山県になるのではないか。

会議 　ご指摘の点については、見直し素案において、要保
護児童対策地域協議会の取組みへの支援について記載
しています。(第4章2(3))

7 子ども 　子どもへの支援ということで学習指導要領の方から
文言を取り上げて、「発達段階」が「発達の段階」と
変わっているが、それは学校教育だけのところで「発
達の段階」を使うのか。例えば、資料２の第3章のと
ころに「幼児期からの発達段階」という文言があり、
これは学校以外のところの部分も含めるので「の」は
ないのか。

会議 　見直し案の中での用語を「発達の段階」に統一しま
した。
　ただし、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法
律」の条文を引用する文章についは、「発達段階」の
ままとしています。

8 高齢者 　パーキングパーミットの関係（見直し案の53ペー
ジ）で、「歩行が困難と認められる人利用証」という
形で、少し表現が分かりづらい。「人へ」とか「方へ
の」など、何かを入れないと少し分かりにくい。

会議 　ご意見を踏まえ「歩行が困難な方に」と修正しまし
た。(第4章3(6)、第4章4(4))

9 障害者 　旧優生保護法下で強制不妊について、この回復や補
償ということが今行われている。そういうことが今も
なお当事者、関係者、家族も含めて深い心の傷を感じ
ている。それらの差別や偏見をなくしていく努力を続
けていくべき。

会議 　「旧優生保護法一時金支給法」の前文では、「今
後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるととも
に、このような事態を二度と繰り返すことのないよ
う、共生社会の実現に向けて、努力を尽くす決意を新
たにする」、とされており、過去に、こうしたことが
行われてきたという事実をあらためて真摯に受けと
め、今後このような事態が二度と繰り返されないよ
う、共生社会の実現に向け、しっかりと取り組んでい
く必要があると考えている。

10 障害者 　精神障害者に対する強制入院・隔離収容あるいは身
体拘束はあってはならない。過去の歴史の中からやは
り一言押さえての取り組みというのが必要ではない
か。

会議 　不適切な入院や身体拘束はあってはならないもので
す。引き続き、毎年実施している精神科病院の実地指
導において、隔離・身体拘束が適正に行われている
か、確認及び指導を行ってまいります。

11 障害者
(精神)

　精神障害者の人権については、国が戦前戦後にかけ
て治安の対象として自宅監置が法で定められ、その
後、「危険で社会に損害を与える存在」として、病院
へ隔離収容し、長期入院を余儀なくされてきた。ま
た、旧優生保護法の下で不妊手術もされた、先ず国の
政策の反省が第一である。

書面 　国の政策に対する意見として承ります。

12 障害者
(精神)

　障害者権利条約を生かして、精神障害者への医療・
福祉サービスが行き届くよう施策、制度の見直し、検
討すること。
　精神障害に対応できる人材育成など、長期入院者の
退院後の受け皿をつくること。

書面 　看護師を対象とした精神科訪問看護の知識・技術に
関する研修や、これまで精神障害者へのサービス提供
の機会が少なかった障害福祉サービス事業所、地域包
括支援センター等の職員を対象とした精神障害者の障
害特性や具体的な対応に関する研修を実施するなど、
今後とも、人材育成に取り組んでまいります。

委員意見（第２回懇話会・書面意見）及びその対応等
「富山県人権教育・啓発に関する基本計画」の見直しに係る 資料４-１

1



番
号

課題
項目

主 な 意 見 概 要
意見
時点

対　　応　　等

13 障害者
(精神)

重要課題への対応について
　理解促進では、精神障害に対応できる人材の育成
（PSWなど）

書面 　看護師を対象とした精神科訪問看護の知識・技術に
関する研修や、これまで精神障害者へのサービス提供
の機会が少なかった障害福祉サービス事業所、地域包
括支援センター等の職員を対象とした精神障害者の障
害特性や具体的な対応に関する研修を実施するなど、
今後とも、人材育成に取り組んでまいります。

14 障害者
(精神)

重要課題への対応について
　医療については、「入院中心医療から地域ケアへ」
地域に開かれ、生活の場で行われる医療に転換が必要

書面 　引き続き、精神障害にも対応した地域包括ケアシス
テムの構築の推進及び地域移行を推し進めます。

15 障害者
(精神)

重要課題への対応について
　就労については、社会参加可能な柔軟な働く場の創
出

書面 　全ての障害者の「雇用・就労の促進について」記載
する箇所のため、精神だけを分けての記載はしませ
ん。障害者雇用について先駆的な優良企業の事例の紹
介等による企業啓発は、法定雇用率の達成はもとよ
り、それぞれの障害者が社会参画できる働く場の創出
につながるものです。

16 障害者
(精神)

重要課題への対応について
　成年後見だけでなく、福祉サービスに繋がっていな
い人をつなぐようにしていくこと。

書面 　福祉サービスを知っていただけるよう、障害福祉
サービス等情報公表システムによる周知をするととも
に、パンフレット等を作成するなど、引き続き、周知
してまいります。

17 障害者
(精神)

　現実にある差別について、声を上げやすいように、
相談員制度の充実。相談場所も県庁内にあるだけでな
く、もっと多く作る。人材育成も含め当事者や家族が
自由に参加し、声を出しやすい場づくりや、自主活動
の支援など。

書面 　県では、「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共
にいきいきと輝く富山県づくり条例」に基づき、地域
における身近な相談窓口となる地域相談員を委託して
おり、平成30年度末現在、1,381名の方にご就任いた
だいています。地域相談員には、精神障害者家族相談
員やメンタルヘルスサポーター、民生委員・児童委員
などにご就任いただいています。県としては、引き続
き、地域相談員に対して、障害特性や条例に基づく合
理的配慮等に関する研修を実施するなど、相談活動が
充実するよう支援してまいりたい。
　また、精神障害者の地域移行を推し進めるため、ピ
アカウンセラーの養成事業や派遣事業を実施してまい
ります。

18 障害者 　防災の関係で福祉避難所というのがあるが、単に避
難所を設けるというそういう文言しかないので、もう
少し詳しく病気とか障害とか、いわゆる弱者、そうい
う人たちに対する配慮も人権として差別偏見というこ
とのないようにしていかなければならないのではない
かと思う。そういった観点での表現にしていただけれ
ばありがたい。

会議 　見直し素案には福祉避難所の記載はありませんが、
ご指摘のように、福祉避難所を設ける際には、障害者
等の人権に配慮するよう対応してまいりたい。

19 障害者 重要課題への対応４障害者の（1）について
　新しく加えていただいた言葉に、「計画的な交流お
よび共同学習を行うなど、互いの違いを認め合い、尊
重し合う心を育てるなど、心のバリアフリーの教育を
推進します」と書いてあります。学習指導要領には共
に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育む
ようにするというふうにも書いてあります。そこで、
ここには「心を育てる」という部分が前面に出ている
のですが、態度という言葉を入れていただければあり
がたい。

会議 　ご意見を踏まえ「･･･尊重し合う心と態度を育てる
など･･･」と修正しました。(第4章4(1))

20 犯罪被
害者等

「性暴力被害ワンストップ支援センター」の名称につ
いて
　被害者の立場に立って、ソフトに柔らかく、分から
ないような形に名称化していくことが人権という問題
になるのではないでしょうか。

会議 　本県では、平成30年３月以降、「ワンストップとや
ま」の略称で運営している。前年度の相談延べ件数は
511件でした。
　現在のところ、同規模県と対比して、本県の相談件
数は多いことに加え、前年度と本年度は現在の名称
で、既にリーフやカードを各方面へ配布したところで
す。
　しかしながら、委員ご指摘のとおり、全国的には約
７割にあたる34都道府県で、女性名や植物名等を冠し
たソフトな「名称化」がなされているところです。
　今後については、利用者(相談者)や、センター支援
員等の意見・要望を踏まえ、本県の相談件数の推移、
他県の状況などを参考に「名称化」の必要性について
検討してまいりたい。
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対　　応　　等

21 犯罪被
害者等

　刑法が110年ぶりに改定されたということで、性暴
力・性犯罪による人権侵害という項目があればいい。

　性暴力・性犯罪対応は、日本において近年最も注目
されているが、世界の先進国に比べ遅れている。国で
は、内閣府と厚生労働省が、県では防災･危機管理課
が所管課となっている「性暴力被害ワンストップ支援
センターとやま」であるが、さらに強力な体制をとる
よう期待したい。そのためにも、内閣府・国がしっか
りと取組もうとしているので、県の人権計画では項目
立てをし、被害者の心情を慮るとともに、人権侵害へ
の対応として明記されたい。

会議
・

書面

　委員ご指摘のとおり、2017年(平成29年)6月、明治
40年の制定以来、110年ぶりに刑法が改正され、強姦
罪から罪強制性交罪への罪名変更や厳罰化、性別を問
わず被害者となること、非親告罪化、監護者罪等が新
設され、近年は、国内において注目されている。
　また、内閣府・国と同様に、本県においても「性暴
力被害ワンストップ支援センター」の支援体制の充実
強化等に、引き続き、しっかり取り組む必要がある。
　本県での「項目立て」に関しては、現時点では、他
の都道府県で「項目立て」した事例がないことに加
え、国でも「項目立て」をしていない状況である。
　このほか、刑法(平成29年法律第72号「附則」)に
は、施行後３年を目途に、性犯罪の実情、法律改正後
の規定の施行状況等を勘案し、性犯罪にかかる事案の
実態の対処を行うための施策の在り方について検討を
加え、必要があると認めるときは、その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとすると記載されている。
　国の動向(方向性等)を注視する必要もあり、「項目
立て」については、今後の検討としたい。

22 犯罪被
害者等

見直し案P.57　(2)犯罪被害者等に対する相談・支援
体制の充実の文中か、(3)を追加し、性暴力・性犯罪
被害者等への相談・支援体制の充実とすべき。

書面 　ご意見を踏まえ追記しました。(第4章7(3))

23 同和問
題

　人権課題に対する関心の度合いでは、同和問題とい
うものが一番関心の薄い中に入っている。部落差別解
消推進法が施行された状況の下で行政の姿勢も全く後
ろ向きだし、県民の意識もこの問題に対して非常に関
心が低い。現在まで施行されてきた今の基本計画の成
果と検証、反省点を洗い出していただきたい。

会議 　本基本計画は、本県が推進する様々な諸施策に対
し、人権尊重の理念に基づく基本方針としての性格を
有するもの（第１章４）であり、具体的な施策の検証
については、県が個別に策定している計画等に基づき
行われている。今後とも、法の趣旨や県民の意識等を
踏まえ、県民の人権問題に関する正しい理解が深まる
よう、法務局や市町村など関係機関と協議・連携しな
がら、周知や啓発に取り組んでまいりたい。

24 外国人 （対照表30ページ）この日本国憲法というのは外国人
の基本的人権を保障するものであるということが、今
の基本計画には書いてあるのに見直し案ではそれが削
除されている。異なる国籍や民族などが異なる人々が
認め合って対等な関係を築くみたいな記述も全部カッ
トされている。

会議 　ご意見の趣旨を踏まえ、現行計画の記載を復活しま
した。(第2章2(10))

25 外国人 　外国人の項目の（1）相互理解を深めるための啓発
活動等の推進の③「外国人が地域社会での生活におい
て不当に差別されることがないよう、広く県民への共
生の理念の普及啓発に努めます。」について
　「県民」という書き方だが、外国人住民は県民では
ないのか。これだと外国人というものと県民というも
のは別者だと、外国人は県民じゃないんだと悪読みで
きる。ベースとなる計画なので、少しこういうところ
には気を配ってほしい。

会議 　ご意見の趣旨を踏まえ、県民に外国人住民を含む
旨、明記しました。(第4章10(1)③)

26 外国人 　外国人の項目の（3）「外国人の活動を支援するた
めのネットワークづくり」について
　ここも今の計画と見直し案ではカットされているも
のが多く、今の計画では外国人自身、在住外国人への
支援だとかネットワークづくり、外国人自身がネット
ワークを作っていく、地域参加をしていくということ
を支援すると書いてあったが、外国人住民自身のネッ
トワーク化や主体的な活動参加、地域への参加の支援
というものがカットされている。また、外国人住民の
意見の反映に努めるというものもカットされている。
そういう人たちを支援する人たちを支援するみたいな
ものはあるが、外国人自身を支援していくことがすご
く減ってしまっており、見直し案は少し残念。

会議 　ご意見の趣旨を踏まえ、現行計画の記載を復活しま
した。(第4章10(3)①,②)
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27 外国人 　外国人の項目の（2）外国人が暮らしやすい地域づ
くりの部分の③、④について
　大切なことを例として挙げてほしいのに枝葉末節な
ことを例として挙げている。例えば、③の「外国人の
日本語学習機会の充実に努めます」とあるが、これは
大事なこと。彼らの人権を守るということは日本語を
習得することと直結するので大事だが、それが日本語
教室に関する情報の一元化というものを例に挙げてい
る。これでもいいが、少し枝葉末節なことを挙げてい
る。④は、子どもに関することですが、子どもの日本
語指導や教科学習支援があってこそのキャリア教育な
のです。それがなくしてキャリア教育だけを挙げてい
るのはどうか。キャリア教育支援という言い方もキャ
リア教育とかキャリア支援とかではなくて、キャリア
教育する先生たちを支援するのかな、子どもたちの支
援ではないのかなと思われる記述があり、少し疑問符
が付いている。

会議 　ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
(第4章10(2)③,④)
③については、今年度策定した富山県外国人材活躍・
多文化共生推進プランの記載に合わせ修正しました。
④については、「外国人保護者への就学・進学に関す
る周知・理解の促進を図るとともに、外国人児童生徒
に対するキャリア教育支援の充実と教育現場における
配慮の徹底に努めます」と修正しました。

28 外国人 外国人の子ども、そして青少年の教育に関して、この
中では、外国人の子の教育ということに関しては小中
学校を中心とした外国人児童生徒という言い方しかな
されていない。実際には、不就学の子どもたち、小中
学校にも入っていないという子どもたちもいます。ま
た、義務教育ではないので小学校でも中学校でも、も
ちろん高校でもですけど、中退してしまう子がいる。
学校に行ってない子がたくさんいる。その子たちの教
育を受ける権利を守ってあげるというような視点も
あってほしい。

会議 　ご意見を踏まえ、「外国人保護者への就学・進学に
関する周知・理解の促進を図るとともに、外国人児童
生徒に対するキャリア教育支援の充実と教育現場にお
ける配慮の徹底に努めます」と修正しました。(第4章
10(2)④)

29 外国人 　ここには、大人か子どもかみたいな感じの書き方し
かなされていない。日本語学校であるとか、専門学校
であるとか、大学であるとか、留学生というビザで来
ている子たちがいます。彼らの一部は労働力として見
なされて、留学生という立場に名目上になっています
が、実際には労働力として呼び寄せているという面も
ある。そういう人たちの人権も守るべきではないかと
思うので、そのあたりも記述があるといい。

会議  ご意見の趣旨を踏まえ、留学生も人権について配慮
すべき対象として明記しました。(第2章2(10))

30 イン
ター
ネット
による
人権侵
害

課題項目「（12）インターネットによる人権侵害」を
「インターネット・ＳＮＳによる人権侵害」へ変更

書面 　ＳＮＳは、インターネットを利用したツールのひと
つです。この項目では、ＳＮＳだけでなくインター
ネットを利用した人権侵害全般について記載したいの
で、原案のままとします。

31 性的指
向、性
自認

2016年に連合本部が実施した調査（1000人を対象にイ
ンターネットで行ったアンケート）では、まずLGBTの
当事者は8パーセント。職場におけるLGBT関連のハラ
スメントを受けたり見たりした人が2割いる。LGBTが
身近にいる人は約6割いる。その中で、当事者の中で
電話相談に相談した経験がある人の3人に2人が自殺を
考えたことがあり、自殺未遂の経験がある人の相談も
相談者の4割に上っている。これは仕事だけでなく生
命にも関わる重大なハラスメント。
　「現状と課題」のところで、大ざっぱな大枠での現
状になっているので、具体的に生々しい現状も、もし
追加できるのであれば何らかの形で追加いただければ
と思う。

会議 　ご意見を踏まえ、性的少数者の割合、自殺未遂率の
高さなどを追記するなど、記載内容を見直しました。
（第2章2(13)、用語解説、参考統計資料）

32 性的指
向、性
自認

第4章の「重要課題への対応」というところに学校に
おける相談支援体制の充実は書いてあるが、職場にお
ける相談体制や支援体制の充実も書き加えていただけ
れば。

会議 　ご意見を踏まえ追記しました。(第4章13)

33 性的指
向、性
自認

重要課題への対応13の（2）について
　「学校における相談、支援体制の充実」と挙げたの
はとてもよかったが、学校だけでは解決できない問題
とか、教職員がもっといろいろな専門家のご意見を聞
きながら支援をしたり対応に当たったり体制づくりを
したりする必要があると考える。ここにさらに関係機
関との連携というものを加えていただく方がよりよい
対応が学校としてもできるかなと考えている。

会議 　見直し素案において「医療機関等と連携して行うと
ともに」と記述していることから、このままとしま
す。
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34 その他 見直し案36ページ14その他の「マスメディアの興味本
位・過度の報道によるプライバシー侵害」という表現
について
　マスメディアという表現ではなく一部のメディアと
かそういった表現にしていただきたい。真摯に取り組
んでいるメディアもたくさんある。そうしたものをメ
ディアというひとくくりで片付けられるのは非常に心
外。

会議 　ご意見のとおり修正しました。(第2章2(14))

35 人権教
育・啓
発

　精神障害の病気と生きづらさを広く知られていない
ことが、差別偏見を生むことから、小・中・高の学校
教育で正しい知識を教えること。
　誰もがなりうる普通の病気であり、早期発見が早期
治療にもつながる。心の病気があっても、地域でその
人なりに生きていける実感が伴う実態があれば、社会
の理解が進む。

書面 　中学校の保健体育科の授業で、精神の安定のため
に、欲求やストレスへの対処と心の健康の内容を取り
扱っています。

36 人権教
育・啓
発

見直し案P.41
（５）①　悩みを受け入れる相談体制の充実について
　「スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カー、カウンセリング指導員、外国人児童生徒支援講
師の配置、臨床心理士、精神科医等の派遣など、…」
を、例えば「スクールカウンセラー（臨床心理士や精
神科医等）、スクールソーシャルワーカー、カウンセ
リング指導員、外国人児童生徒支援講師等の専門家の
配置や派遣など、」に修正。
　元の文章でもいいと思うが、臨床心理士や精神科医
をスクールカウンセラーとして派遣しているのであれ
ば、実態に合わせた方がよい。（スクールカウンセ
ラーではなく、別の形で派遣されていれば、元の文章
でいい）。

書面 　ご意見を踏まえ「スクールカウンセラー（臨床心理
士や精神科医等）、スクールソーシャルワーカー、カ
ウンセリング指導員、外国人児童生徒支援講師等の専
門家の配置や派遣など、」に修正しました。(第3章
1(5)①)

37 人権教
育・啓
発

見直し案P.39　9行目
　「幼稚教育」とあるのは、「幼児教育」ではない
か。

書面 　ご意見のとおり「幼児教育」に修正しました。(第3
章1)

38 人権教
育・啓
発

見直し案P.43
　④関係機関の連携の強化について、「人権擁護機関
などの・・・」を「法務局等の人権擁護機関など
の・・・」に修正

書面 　ご意見のとおり修正しました。(第3章2④)

39 人権教
育・啓
発

見直し案P.48
　④地方法務局や市町村等との連携強化について、
「富山地方法務局や人権擁護委員連合会」を「富山地
方法務局と富山県人権擁護委員連合会」に修正

書面 　ご意見のとおり修正しました。(第3章5④)

40 人権教
育・啓
発

　心のバリアフリーについて、障害の分野については
記述されたが、学校分野では従来と同じで、態度とか
そういった表現になっている。キーワードとして心の
バリアフリーという言葉を入れてもらった方が分かり
やすい。

会議 　ご意見を踏まえ「～味わうことのできる教育活動や
心のバリアフリーの教育を推進し～」と修正します。
(第3章1(1)②)

41 人権教
育・啓
発

（見直し案の41ページ）精神疾患は思春期に発病が多
い。中学生から正しい理解と対応について教育が必要
であるという意見に対して、相談体制の充実というこ
とで答えているが、それも大事だが、前段階としての
精神疾患についての教育とか学習の機会の必要性が大
事だと思う。

会議 　中学校の保健体育科の授業で、精神の安定のため
に、欲求やストレスへの対処と心の健康の内容を取り
扱っています。

42 計画全
般

　この計画に基づき、どう取り組んでいくかというこ
とも、総括して今までを振り返ることも必要。定期的
に県民の意識はどうなっているのかなということをウ
オッチしていくこともいい。

会議 　この計画に基づいて実施していく具体的な施策につ
いては、今回の見直し案を踏まえ、今後、整理してい
く。
　また、県民の人権に関する意識については、意識調
査等を通じて把握してまいりたい。

43 計画全
般

見直し案P.8 12行目
「いじめや児童虐待、ストーカー行為、交通機関利用
の際のトラブルや・・・」を「いじめや児童虐待、ス
トーカー行為、性暴力、また、交通機関利用の際のト
ラブルや・・・」に修正

書面 　当該項目については、全体の流れを考慮し原案のま
まとします。
　なお、性暴力等については、個別課題「女性」「犯
罪被害者等」において記載させていただきました。

44 計画全
般

　方針を立てた後の具体的な動きというものを教えて
いただくという機会があればいい。

会議 　この計画に基づいて、具体的にどういった施策が実
施されているかについては、前回の会議でこの計画の
体系により提示したところ。今後、今回の見直し案を
踏まえ、この見直し案に基づく事業について整理して
まいりたい。
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45 計画全
般

　SDGsについて、もう少し説明がないと何を言ってい
るのか分からない。読み手が分かるような表現、項目
を挙げたり、具体的にもう少ししていただければあり
がたい。

会議 　ご意見を踏まえ、SDGsの構成、目標などを例示し記
載内容を改めました。(第1章1(1)オ)

46 計画全
般

実際に施策がどういうふうに伝わっているのかという
ことは世論調査とか今の意識調査で推し量るというこ
とか。

会議 　この計画に基づいて、具体的にどういった施策が実
施されているかについては、前回の会議でこの計画の
体系により提示したところ。今後、今回の見直し案を
踏まえ、この見直し案に基づく事業について整理して
まいりたい。
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